
令和６年度スポーツフェスタ・ふくおか「第６７回福岡県民スポーツ大会」 

 スポーツの総合祭典「第１１回市町村対抗福岡駅伝」大会要項 

 

１ 趣 旨  広く県民の間にスポーツを振興し、その普及・発展とスポーツ精神の高揚を図り、一層健康で明朗な県 

民生活の確立に寄与する。 

 

２ 名 称  令和６年度スポーツフェスタ・ふくおか「第６7回福岡県民スポーツ大会」スポーツの総合祭典 

「第１1回市町村対抗福岡駅伝」  

 

３ 主 催  福岡県、福岡県教育委員会、（公財）福岡県スポーツ協会、（一財）福岡陸上競技協会 

筑後市、筑後市教育委員会、筑後市スポーツ協会、 

みやま市、みやま市教育委員会、みやま市スポーツ協会 

 

４ 主 管  スポーツフェスタ・ふくおか「福岡県民スポーツ大会」スポーツの総合祭典「市町村対抗福岡駅伝」実行委員会  

 

５ 同時開催  わがまち自慢マルシェ、キッチンカーランチフェス、体力測定ブース、レクリエーションコーナー、他 

 

６ 期 日  令和６年１１月１７日（日）１２時００分スタート 雨天決行 

（バックアップランナーフリーラン １１時００分スタート予定） 

 

７ 参加チーム数  ６０チーム 

 

８ コ ー ス  県営筑後広域公園周回コース 

 

９ 区間と距離    ９区間  ２５．７ｋｍ 

1区     5.3ｋｍ  一般男子    （１９歳以上） 

            ２区     ２.4ｋｍ  ジュニア女子 （中学１年生～１８歳） 

３区     2.7km  ジュニア男子 （中学１年生～１８歳） 

４区     2.4ｋｍ  一般女子    （１９歳以上）             

５区     2.7km  一般男子   （１９歳以上） 

６区     2.4ｋｍ  シニア      （40歳以上） 

７区     2.7km  ジュニア男子 （中学１年生～１８歳） 

８区     ２.4ｋｍ  ジュニア女子 （中学１年生～１８歳） 

９区     ２．７km  一般男子    （１９歳以上） 

  （※令和７年３月３１日時点の年齢） 



10 出場資格 

（１） 競技者は、令和６年８月１日現在、各市町村に在住している者とする。 

（２） 中学生・高校生は、保護者の居住地から出場すること。 

（３） 一般男女・シニア・ジュニア男女（高校生に限る）については、他県・他市町村在住であっても、出身中学校所在地 

の市町村からの出場を認める。ただし、複数のチームから参加依頼がある場合は、本人の意思を尊重し、当事者間

で十分協議の上決定する。 

（４） 勤務先所在地の市町村からの出場を以下の条件で認める。 

   ① 令和６年８月１日以前から勤務している者に限る。 

② 居住地より在勤地の人口が少ないことを条件として認める。 

（なお、人口が 25,000人未満の町村（令和６年４月１日現在）は、この条件を適用せず、認める。） 

③ 選手の居住地からの参加依頼がある選手については、居住地からの出場を優先とすること。 

（５） （３）と（４）を合わせて４名までとする。 

（６） 外国籍者は、住民票がある居住地からの出場を認める。 

 

11 チーム編成 

（1） 1市町村 1チームとする。 

（２） 市町村単独で出場することを原則とする。ただし、特別な事由がある場合には、実行委員会の承認を得て、近隣の

２市町村で合併することを認める。 

（３） チームは、監督１名、選手９名、補欠９名以内の計１９名以内とする 

 

12 競技規程 

 （１） 競技は、市町村対抗形式とする。 

 （２） 本大会は、２０２４年日本陸上競技連盟競技規則及び同駅伝競走基準を適用する。 

 （３） ユニフォームについては、各チーム統一のものであることが望ましい。 

 （４） 競技には伴走は認めない。ただし障がいがあり、伴走を必要とする場合はこの限りではない。 

 （５） アスリートビブス及びたすきは主催者側で準備する。 

（６） アスリートビブス及び監督腕章について 

    ① 選手のアスリートビブスは胸背部に、また、監督は腕章をつけること。 

なお、監督以外で腕章を１名つけることができる。 

    ② チーム番号は、別表アスリートビブス一覧表のとおりとする。 

③ アスリートビブスがない場合は、参加できない。 

 

 

 



13 競技者変更 

（１） 申込み締め切り後の選手変更は認めない。ただし、選手と補欠選手の交代は、当日の監督者会議前までに、所

定用紙提出を事務局に提出すること。特別な事由で、補欠選手以外の交代については、当日の監督者会議で

説明し、承認を得ること。 

また、補欠選手の変更はできず、登録した区間以外で出場することはできない。ただし、下記の①～③の区間の

入れ替えについては、補欠選手の中に交代する種別の選手がいない場合のみ、医者の診断書を提出するか、

本大会のオフィシャルドクターの診断を受け、かつ、当日の監督者会議において、その旨を説明し、承認を得る

ことにより、２名以内の変更が認められる。 

① １．５．９区間一般男子の補欠選手の区間の入れ替え  

② ２.８区間ジュニア女子の補欠選手の区間の入れ替え  

③ ３.７区間ジュニア男子の補欠選手の区間の入れ替え  

（２） 第６区シニア（４０歳以上）の補欠選手は、一般男子（シニア男子のみ）、一般女子（シニア女子のみ）区間の入れ

替え選手として認める。入れ替えを行う場合、当日の監督者会議で、その旨を報告すること。 

 

14 表 彰 

（１） 優勝チームには、優勝盾及び賞状を授与する（総合の部・市の部・町村の部）。 

（２） 総合の部は３位まで、市の部・町村の部は各８位まで、賞状を授与する。 

（3） 区間記録１位には、区間賞を授与する。 

（4） 前回大会に比べ、記録が伸びた市町村には、躍進賞を授与する。 

 

15 受 付   

   時 間：８時３０分～８時４５分（福岡地区・南筑後地区・北筑後地区） 

        ８時４５分～９時００分（筑豊地区・北九州地区・京築地区） 

   場 所：筑後船小屋公園の宿 筑後市津島２１０８－１ 

 

16 監督会議   

   時 間：９時００分～ 

   場 所：筑後船小屋公園の宿 筑後市津島２１０８－１ 

          

17 開 会 式   

   時 間：１０時００分～ 

   場 所：県営筑後広域公園（野外ステージ前）筑後市尾島２６２ 

 

18 バックアップランナーフリーラン 

   時 間：１１時００分～（予定） 

   場 所：県営筑後広域公園周回コース 筑後市尾島２６２ 

 



19 駅伝開始 

   時 間：１２時００分～ 

   場 所：県営筑後広域公園周回コース 筑後市尾島２６２ 

 

20 表 彰 式   

時 間：１５時１５分 

場 所：県営筑後広域公園（野外ステージ前）筑後市尾島２６２ 

 

２１ 大会開催の可否 

（１） 原則として、雨天の場合でも実施する。ただし、荒天や緊急事態宣言等の影響で開催が困難と判断した場合は中

止とする。 

（２） 荒天になることが、あらかじめ予測される場合(台風・大雨等)は、前日の午後６時までに、（公財）福岡県スポーツ

協会ＨＰに態度決定を掲載する。 

（３） （２）以外の場合については、中止の態度決定は、大会当日の午前６時に福岡県スポーツ協会ＨＰに掲載する。 

 

22 個人情報の取り扱い 

(1) 主催者および協力団体は、個人情報の保護に関する法律および関連法令等を順守し、個人情報を取り扱う。 

(競技会開催を目的とした個人情報の利用) 

本大会の資格審査、プログラム編成および作成、記録発表、公式ホームページその他競技運営に必要な連絡等に

利用する。また、主催・協力団体等による報道目的の取材や、協賛先等によるサービスの提供等に利用するこ  と

がある。 

（２） 本大会はインターネットで動画配信を行うことがある。 

（３） 本大会の映像は主催者および協力団体の許可なく第三者がこれを使用すること（インターネット上において画像 

や動画を配信することを含む）を禁止する。 

（４） 本大会の映像・写真・記事・個人記録等は、主催者、協力団体および主催者、協力団体が承認した第三者が大会

運営および宣伝等の目的で、大会プログラム・ポスター等の宣伝材料、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・インターネット等

の媒体に掲載することがある。 

 

2３ そ の 他 

（１） 主催者において参加者全員を被保険者として、スポーツ保険に加入する。 

（２） 競技中に事故があった場合は、応急処置のみ主催者側が行う。 

（３） 参加者は、健康診断を受けて異常がないと認められた者であること。なお、学生・生徒については学校で受診す

る健康診断をもって充てることができる。 

 

24 大会事務局  スポーツの総合祭典「市町村対抗福岡駅伝」実行委員会事務局 

（福岡県人づくり・県民生活部スポーツ局スポーツ振興課） 

所在地：福岡市博多区東公園７－７  

             ＴＥＬ：０９２－６４３－３５１５  ＦＡＸ：０９２－６４３－３４０８ 



スポーツの総合祭典「第１１回市町村対抗福岡駅伝」アスリートビブス一覧表 
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北 九 州 市  

福 岡 市 

大 牟 田 市  

久 留 米 市  

直 方 市 

飯 塚 市 

田 川 市 

柳 川 市 

八 女 市 

筑 後 市 

大 川 市 

行 橋 市 

豊 前 市 

中 間 市 

小 郡 市 

筑 紫 野 市  

春 日 市 

大 野 城 市  

宗 像 市 

太 宰 府 市  

古 賀 市 

福 津 市 

う き は 市  

宮 若 市 

嘉 麻 市 

朝 倉 市 

み や ま 市  

糸 島 市 

那 珂 川 市  

宇 美 町 
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４６ 
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５１ 

５２ 

５３ 

５４ 

５５ 

５６ 

５７ 

５８ 

５９ 

６０ 

 

篠 栗 町 

志 免 町 

須 恵 町 

新 宮 町 

久 山 町 

粕 屋 町 

芦 屋 町 

水 巻 町 

岡 垣 町 

遠 賀 町 

小 竹 町 

鞍 手 町 

桂 川 町 

筑 前 町 

東 峰 村 

大 刀 洗 町  

大 木 町 

広 川 町 

香 春 町 

添 田 町 

糸 田 町 

川 崎 町 

大 任 町 

赤 村 

福 智 町 

苅 田 町 

み や こ 町 

吉 富 町 

上 毛 町 

築 上 町 

 


